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飯田市個人番号の利用等に関する条例（案） 補足説明資料 

 

 (1) 飯田市としての独自事務の考え方 

  （条例第４条第１項関係）番号法では、第９条各項に個人番号の利用範囲が定められていま

すが、第９条第１項で定められている、同法別表第１の下欄に掲げられている事務（以下「法

定事務」といいます。）以外の事務であっても、同法第９条第２項に基づき条例で定める事務（以

下「独自事務」といいます。）については、個人番号を利用することができることとされていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

  飯田市としては、 

 ① 法定事務と合わせて個人番号を一体的に利用しないとその遂行に支障をきたす事務 

② 飯田市の同一機関内、又は飯田市の他の機関に対して行う、情報提供ネットワークシ

ステムによらない、特定の事務に対する必要な限度での保有特定個人情報の提供（以下

「情報連携」といいます。）を行うことにより、行政の効率化や市民の利便性の向上等

につながる事務 

上記２つのいずれかに該当する事務について、個人番号を利用することができるようにする

という方針を出しました。 

これに基づき、今回の条例案では飯田市営住宅等条例による３号市営住宅と４号市営住宅に

ついて、個人番号を利用することができるように規定しています。 

また、今後上記の方針に沿う事務があれば、その都度独自事務として条例に追加して行く予

定です。 

   

 (2) 独自事務における情報連携 

（条例第４条第２項関係） 

独自事務を行う上で、

飯田市が保有する特定

個人情報を利用するこ

とが、行政の効率化や

市民の利便性の向上に

資すると判断される場

合、条例を制定するこ

とで可能となります。

ただし、他の行政機関

等からの特定個人情報

の提供は特定個人情報

保護委員会へ届出を行

い認められた場合に可

能となりますので、必要に応じて対応していきます。 
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 (3) 法定事務における飯田市の同一機関内の情報連携 

番号法第19条第７号では、同法別表第２に定められた事務を処理するために、情報照会者

が情報提供者に対し、特定個人情報を情報提供ネットワークを使用して照会した場合に、情

報提供者は情報照会者に対して当該特定個人情報を情報提供ネットワークを使用して提供

することとする旨が明記されていますが、これは個人番号利用事務実施者の間における規定

で、飯田市の同一機関内での情報連携についての規定は存在しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、例えば、保健課において予防接種に関する事務を処理するために、税務課

が地方税に関する保有特定個人情報を提供することや、逆に税務課において地方税に関する

事務を処理するために、福祉課が障害者に関する保有特定個人情報を提供することは、行政

の効率化や市民の利便性の向上に資することと考えますが、これは条例を制定することで、

こうした事務を行うことが可能となります。 

   （条例第４条第３項関係）番号法別表第２に規定される範囲で行われる情報提供や照会を

飯田市の同一機関内で実現することは、番号法の趣旨に合致するため、番号法別表第２の第

２欄に掲げる事務を処理するために、同表第４欄に掲げる特定個人情報について、情報連携

を行うこととします（図４の赤色の矢印の部分）。 

   （条例第４条第２項関係）また、番号法別表第２に規定される範囲外の法定事務を処理す

るための飯田市の同一機関内での情報連携は、行政の効率化や市民の利便性の向上等に資す

ると判断する場合に限り、必要な限度で情報連携を行うこととします（図４の青色の矢印の

部分）。 
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 (4) 法定事務における飯田市の他の機関に対して行う情報連携 

（条例第５条第１項関係）番号法第19条第９号では、同一地方公共団体の他の機関に対す

る保有特定個人情報の提供、例えば市長部局から教育委員会に対し情報提供ネットワークシ

ステムによらず保有特定個人情報の提供を行おうとする場合には、条例を制定することで、

こうした情報連携が可能となります。 

 

図５ 
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別表第1項番 番号を利用することができる者
事務

（別表１下欄）
主務省令条番号 主務省令で定める事務 担当課

第2条第1項

健康保険法による被保険者（同法附則第三条の特例退職被保険者を含む。）若しくはその被扶養者

に係る申請等（申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。）の受理、その申請等に係る事実

についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務（前条第二号に掲げるものを除く。）

第2条第2項

健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適

用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票又は特別療養費受給票に関する事

務（前条第三号及び前号に掲げるものを除く。）

第2条第3項
健康保険法第五十一条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実につ

いての審査又はその請求に対する応答に関する事務（前条第四号に掲げるものを除く。）

第2条第4項 健康保険法第五十二条、第五十三条又は第百二十七条の保険給付の支給に関する事務

第2条第5項
健康保険法第七十五条の二第一項（同法第百四十九条において準用する場合を含む。）の一部負担

金に係る措置に関する事務

第2条第6項

健康保険法第百六十四条の任意継続被保険者（同法附則第三条第六項の規定により任意継続被

保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。）の保険料の納付又は同法第

百六十五条の任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務

第5条第1項

労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）による年金たる保険給付（同法第十二条の

八第三項の傷病補償年金又は同法第二十三条第一項の傷病年金を除く。）の支給の請求の受理又は

その請求に係る事実についての審査に関する事務

第5条第2項

労働者災害補償保険法による年金たる保険給付の支給を受ける権利に係る請求等（請求、申請、届

出又は報告をいう。以下この号において同じ。）の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関す

る事務

第5条第3項
労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病

年金の支給の決定に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務

第5条第4項

労働者災害補償保険法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第

一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法

附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実について

の審査に関する事務

第7条第1項
児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六条の四第一項の里親の認定の申請の受理、そ

の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第7条第2項

児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費、同法第二十条第一項の療育の給付、

同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所

給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費又は同法第二十四条の二十

第一項の障害児入所医療費の支給に関する事務

第7条第3項 児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更に関する事務

第7条第4項
児童福祉法第三十三条の六第一項の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施の申

込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

第7条第5項 児童福祉法第三十四条の十九の養育里親名簿の作成に関する事務

第7条第6項 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する事務

第8条第1項

児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特

例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十

一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相

談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する事

務
第8条第2項 児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務

第8条第3項 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務

第8条第4項 児童福祉法第五十六条第二項又は第三項の費用の徴収に関する事務 福祉課

第9条第1項
児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事

実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

第9条第2項
児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込み

に係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

第10条第1項
予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の予

防接種の実施に関する事務

第10条第4項
予防接種法第十五条第一項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその

請求に対する応答に関する事務

第10条第5項

予防接種法第十五条第一項の給付の支給を受ける権利に係る届出等（届出又は申出をいう。以下こ

の号において同じ。）の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関す

る事務
第10条第6項 予防接種法第二十八条の実費の徴収に関する事務

第11条第1項
身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十五条第一項の身体障害者手帳の交

付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第11条第2項 身体障害者福祉法第十六条第一項又は第二項の身体障害者手帳の返還に関する事務

第11条第3項
身体障害者福祉法施行令（昭和二十五年政令第七十八号）第九条第一項の身体障害者手帳交

付台帳の整備に関する事務

第11条第4項
身体障害者福祉法施行令第九条第二項若しくは第四項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移した

ときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第11条第5項 身体障害者福祉法施行令第十条第一項又は第三項の身体障害者手帳の再交付に関する事務

第12条第1項
身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供又は同条第二項の障害者支援施設等

への入所等の措置に関する事務

第12条第2項 身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務

第14条第6項
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付の

申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第14条第7項
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請の受

理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第14条第8項
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条の二第一項又は第三項の精神障害者保健福

祉手帳の返還に関する事務

第14条第9項
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和二十五年政令第百五十五号）第七条第

一項の精神障害者保健福祉手帳交付台帳の整備に関する事務

第14条第10項

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第二項若しくは第四項の氏名を変更したと

き、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する

応答に関する事務

第14条第11項
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第九条の障害等級の変更の申請の受理、その申請

に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第14条第12項
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十条第一項の精神障害者保健福祉手帳の再

交付に関する事務

人事課ほか

(臨時職員の雇
用を行っている
部署)

人事課ほか

(臨時職員の雇
用を行っている
部署)

2
全国健康保険協会又は健康保

険組合

健康保険法による保険給付の支給又は保険料等の

徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

5 厚生労働大臣

労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五

十号）による保険給付の支給又は社会復帰促進等

事業の実施に関する事務であって主務省令で定める

もの

7 都道府県知事

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

による里親の認定、養育里親の登録、療育の給付、

障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特

定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所

医療費の支給、医療の給付等の事業若しくは日常

生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実

施、負担能力の認定又は費用の徴収若しくは支払

命令に関する事務であって主務省令で定めるもの

子育て支援課

福祉課

9 都道府県知事等

児童福祉法による助産施設における助産の実施又

は母子生活支援施設における保護の実施に関する

事務であって主務省令で定めるもの

8 市町村長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児

通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自

由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは

特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉

サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは

措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省

令で定めるもの

11 都道府県知事

身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八

十三号）による身体障害者手帳の交付に関する事

務であって主務省令で定めるもの

10 都道府県知事又は市町村長

予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）に

よる予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収

に関する事務であって主務省令で定めるもの

14 都道府県知事

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和二十五年法律第百二十三号）による診察、入院

措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者

保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省

令で定めるもの

12 市町村長

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害

者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に

関する事務であって主務省令で定めるもの

子育て支援課

保健課

福祉課

福祉課

福祉課

関係事務 

関係事務 
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法別表第１
（飯田市に関連する事務を抜粋したもの。改正法の内容は反映してありません。）
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 飯田市議会総務委員会議案説明補足資料

資料№２

別表第1項番 番号を利用することができる者
事務

（別表１下欄）
主務省令条番号 主務省令で定める事務 担当課

第15条第1項 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第十九条第一項の保護の実施に関する事務

第15条第2項
生活保護法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更の申請の受理、その申

請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第15条第3項
生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関

する事務

第15条第4項 生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務

第15条第5項
生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実につ

いての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第15条第6項 生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務

第15条第7項
生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収（同法第七十

八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。）に関する事務

16 都道府県知事又は市町村長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの

法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地

方税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に

関する事務であって主務省令で定めるもの

第16条

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基

づく条例による地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、

滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務又は地方税に関する調査（犯則事件の調査を含

む。）に関する事務

税務課

納税課

保健課

第18条第1項
公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）第十六条第一項若しくは第二十八条第二項の収

入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務

第18条第2項

公営住宅法第十六条第四項（同法第二十八条第三項及び第二十九条第八項において準用する場合

を含む。）の家賃若しくは金銭若しくは同法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係

る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第18条第3項 公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収に関する事務

第18条第4項

公営住宅法第十九条（同法第二十八条第三項及び第二十九条第八項において準用する場合を含

む。）の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその

申請に対する応答に関する事務

第18条第5項
公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその

申込みに対する応答に関する事務

第18条第6項
公営住宅法第二十七条第五項若しくは第六項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実

についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第18条第7項 公営住宅法第二十九条第一項又は第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務

第18条第8項 公営住宅法第二十九条第五項の家賃の決定又は同条第六項の金銭の徴収に関する事務

第18条第9項
公営住宅法第二十九条第七項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はそ

の申出に対する応答に関する事務

第18条第10項 公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務

第18条第11項 公営住宅法第三十四条の収入状況の報告の請求等に関する事務

第18条第12項 公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務

24

厚生労働大臣又は共済組合等

（日本私立学校振興・共済事

業団、国家公務員共済組合連

合会、地方公務員共済組合又

は全国市町村職員共済組合連

合会をいう。）

厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは

一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関

する事務であって主務省令で定めるもの

－ －

人事課ほか

(臨時職員の雇

用を行っている部

署)

27
都道府県教育委員会又は市町

村教育委員会

学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六

号）による医療に要する費用についての援助に関す

る事務であって主務省令で定めるもの

第23条
学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）第二十四条の援助の対象となる者の認定に関す

る事務
学校教育課

第24条第1項

国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）による被保険者に係る申請等（申請、届出又

は申出をいう。以下この号において同じ。）の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請

等に対する応答に関する事務

第24条第2項

国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、標準負担額減額認定

証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養

証明書に関する事務（前号に掲げるものを除く。）
第24条第3項 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務

第24条第4項 国民健康保険法第四十四条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務

第24条第5項 国民健康保険法第六十三条の二の一時差止めに関する事務
第24条第6項 国民健康保険法第七十六条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課に関する事務

31 厚生労働大臣

国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）

による年金である給付若しくは一時金の支給、保険

料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加

入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に

関する事務であって主務省令で定めるもの

－ 市民課

第25条第1項
知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）第十五条の四の障害福祉サービスの提供に関

する事務

第25条第2項 知的障害者福祉法第十六条第一項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務

第25条第3項 知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務

第26条第1項
住宅地区改良法（昭和三十五年法律第八十四号）第二十九条第一項において準用する公営住宅

法第十八条第一項の敷金の徴収に関する事務

第26条第2項
住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申

請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第26条第3項
住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃若しくは敷金の徴収

猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第26条第4項
住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込み

の受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

第26条第5項
住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求

に関する事務

第26条第6項
住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十四条の収入状況の報告の請

求等又は同法第四十八条の条例で定める事項に関する事務

第26条第7項

住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する

法律（平成八年法律第五十五号）による改正前の公営住宅法（以下この条において「旧公営住宅

法」という。）第十二条第一項の家賃の決定に関する事務

第26条第8項

住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二

項（旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。）の家賃若しくは割増賃料の

減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第26条第9項
住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の

二第二項の割増賃料の徴収に関する事務

第26条第10項

住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の

二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申

請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第26条第11項
住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の

四前段のあっせん等に関する事務

36の２ 市町村長

災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十

三号）による被災者台帳の作成に関する事務であっ

て主務省令で定めるもの

第28条
災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第九十条の三第一項の被災者台帳の作成

に関する事務
危機管理室

地域計画課

保健課

福祉課

地域計画課

19

公営住宅法（昭和二十六年

法律第百九十三号）第二条

第十六号に規定する事業主体

である都道府県知事又は市町

村長

公営住宅法による公営住宅（同法第二条第二号

に規定する公営住宅をいう。以下同じ。）の管理に

関する事務であって主務省令で定めるもの

15 都道府県知事等

生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）

による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支

給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に

関する事務であって主務省令で定めるもの

34 市町村長

知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七

号）による障害福祉サービス、障害者支援施設等へ

の入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であっ

て主務省令で定めるもの

30
市町村長又は国民健康保険組

合

国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二

号）による保険給付の支給又は保険料の徴収に関

する事務であって主務省令で定めるもの

35

住宅地区改良法（昭和三十

五年法律第八十四号）第二

条第二項に規定する施行者で

ある都道府県知事又は市町村

長

住宅地区改良法による改良住宅（同法第二条第

六項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。）の管

理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は

収入超過者に対する措置に関する事務であって主務

省令で定めるもの

福祉課

関係事務 
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法別表第１
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別表第1項番 番号を利用することができる者
事務

（別表１下欄）
主務省令条番号 主務省令で定める事務 担当課

第29条第1項
児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）第六条の児童扶養手当の受給資格及びそ

の額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

第29条第2項 児童扶養手当法による児童扶養手当証書に関する事務

第29条第3項
児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査

又はその請求に対する応答に関する事務

第29条第4項
児童扶養手当法第十六条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその

請求に対する応答に関する事務

第29条第5項
児童扶養手当法第二十八条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する

応答に関する事務

第29条第6項
児童扶養手当法施行規則（昭和三十六年厚生省令第五十一号）第三条の届出の受理、その届出に

係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

38 国税庁長官

国税通則法その他の国税に関する法律による国税の

納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付

又は充当、附帯税（国税通則法第二条第四号に

規定する附帯税をいう。）の減免、調査（犯則事

件の調査を含む。）、不服審査その他の国税の賦課

又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるも

の

第30条第17項

所得税法による納税地の異動、課税標準の計算及び所得控除、申告、納付及び還付、更正の請求、

更正及び決定、給与所得、退職所得、公的年金等、報酬・料金等、非居住者若しくは法人の所得に係

る源泉徴収、支払調書の提出その他の賦課又は徴収に関する事務

人事課
会計課ほか

(源泉徴収、支払
調書の作成を
行っている部署)

39
地方公務員共済組合又は全国

市町村職員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第

百五十二号）による短期給付若しくは年金である給

付又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に

関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三

号）による年金である給付の支給に関する事務で

あって主務省令で定めるもの

－ － 人事課

第32条第1項
老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第十条の四又は第十一条の福祉の措置の実施に

関する事務

第32条第2項 老人福祉法第二十一条の費用の支弁又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務

第34条第1項

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第十三条第一項、第三十一

条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けの申請の

受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第34条第2項

母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条第二項（同法第三十一条の六第五項において準用する場

合を含む。）の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

に関する事務

44 都道府県知事又は市町村長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のな

い者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦について

の便宜の供与に関する事務であって主務省令で定め

るもの

第35条

母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一

項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する

事務

子育て支援課

45 都道府県知事等

母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子家庭自

立支援給付金の支給に関する事務であって主務省

令で定めるもの

第36条

母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条（同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合

を含む。）の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応

答に関する事務

子育て支援課

第37条第1項

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）第五条の特別児童

扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請

求に対する応答に関する事務
第37条第2項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書に関する事務

第37条第3項
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事

実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

第37条第4項

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八

条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応

答に関する事務

第37条第5項
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審

査又はその届出に対する応答に関する事務（特別児童扶養手当に係るものに限る。）

第37条第6項
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則（昭和三十九年厚生省令第三十八号）第三条

の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第38条第1項

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条（同法第二十六条の五において準用する場合を含

む。）の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事

実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

第38条第2項

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審

査又はその届出に対する応答に関する事務（障害児童福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限

る。）

第38条第3項

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）附則第九十七条第一項の規

定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給

に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

に関する事務

第40条第1項
母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第十条の保健指導の実施又は保健指導を受けること

の勧奨に関する事務

第40条第2項 母子保健法第十一条の新生児の訪問指導の実施に関する事務

第40条第3項
母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施又は同法第十三条の健康診査の実施若しくは健康診

査を受けることの勧奨に関する事務

第40条第4項 母子保健法第十五条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務

第40条第5項 母子保健法第十六条第一項の母子健康手帳の交付に関する事務

第40条第6項 母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導の実施又は診察を受けることの勧奨に関する事務

第40条第7項 母子保健法第十八条の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務

第40条第8項 母子保健法第十九条第一項の未熟児の訪問指導の実施に関する事務

第40条第9項 母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務

第40条第10項 母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務

第43条第1項
地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）による補償（休業補償、障害補償年

金及び遺族補償年金に限る。）の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務

第43条第2項
地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金の支給の決定に係る申請若しくは報

告の受理又はその申請若しくは報告に係る事実についての審査に関する事務

第43条第3項
地方公務員災害補償法による年金たる補償を受ける権利に係る申請、報告、届出若しくは請求の受理

又はその申請、報告、届出若しくは請求に係る事実についての審査に関する事務

第43条第4項

地方公務員災害補償法附則第五条の三第一項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第六条

第一項の遺族補償年金前払一時金の支給の申出の受理又はその申出に係る事実についての審査に関

する事務

子育て支援課

人事課

長寿支援課

子育て支援課

福祉課

福祉課

保健課

37 都道府県知事等

児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十

八号）による児童扶養手当の支給に関する事務で

あって主務省令で定めるもの

43 都道府県知事

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年

法律第百二十九号）による資金の貸付けに関する

事務であって主務省令で定めるもの

41 市町村長

老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）

による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務で

あって主務省令で定めるもの

47 都道府県知事等

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障

害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年

金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律

第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」

という。）附則第九十七条第一項の福祉手当の支

給に関する事務であって主務省令で定めるもの

46
厚生労働大臣又は都道府県知

事

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和

三十九年法律第百三十四号）による特別児童扶

養手当の支給に関する事務であって主務省令で定め

るもの

54 地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百

二十一号）による公務上の災害又は通勤による災

害に対する補償に関する事務であって主務省令で定

めるもの

49 市町村長

母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）に

よる保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊

娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指

導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医

療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は

費用の徴収に関する事務であって主務省令で定める

もの

関係事務 

関係事務 

関係事務 
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法別表第１
（飯田市に関連する事務を抜粋したもの。改正法の内容は反映してありません。）

H27.9.14
 飯田市議会総務委員会議案説明補足資料

資料№２

別表第1項番 番号を利用することができる者
事務

（別表１下欄）
主務省令条番号 主務省令で定める事務 担当課

第44条第1項

児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）第七条第一項（同法第十七条第一項（同法附則

第二条第三項において準用する場合を含む。）及び同法附則第二条第三項において適用し、又は準用

する場合を含む。）若しくは第二項の児童手当若しくは特例給付（同法附則第二条第一項の給付をい

う。次号及び第三号において同じ。）の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係

る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

第44条第2項

児童手当法第九条第一項（同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。）の児童手当若し

くは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

に関する事務

第44条第3項

児童手当法第十二条第一項（同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。）の未支払の児

童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

に関する事務

第44条第4項
児童手当法第二十六条（同条第二項を除き、同法附則第二条第三項において準用する場合を含

む。）の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第44条第5項
児童手当法第二十八条（同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。）の資料の提供等の

求めに関する事務

第44条第6項
児童手当法施行規則（昭和四十六年厚生省令第三十三号）第一条の三の父母指定者の届出の受

理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第45条第1項
雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事

実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第45条第2項
雇用保険法第八条の被保険者となったこと若しくは被保険者でなくなったことの確認の請求の受理、その請

求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

第45条第3項
雇用保険法第十条第一項の失業等給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又

はその申請に対する応答に関する事務

第45条第4項
雇用保険法による受給資格者に係る届出等（届出又は申出をいう。以下この号において同じ。）の受

理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務

第45条第5項
雇用保険法施行規則（昭和五十年労働省令第三号）第七十二条第一項の日雇労働被保険者任

意加入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第45条第6項 雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用促進助成金の支給に関する事務

第46条第1項

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）による被保険者に係る申請等

（申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。）の受理、その申請等に係る事実についての審

査又はその申請等に対する応答に関する事務

第46条第2項
高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証又

は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務（前号に掲げるものを除く。）

第46条第3項 高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付の支給に関する事務

第46条第4項 高齢者の医療の確保に関する法律第六十九条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務

第46条第6項
高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課

に関する事務

保健課

納税課

第48条第1項

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者

支援金の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律の一部を改正する法律（平成十九年法律第百二十七号。次号において「平成十九年改正法」と

いう。）附則第四条第一項の支援給付の支給の実施に関する事務

第48条第2項

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律第十四条第四項（同法第十五条第三項及び平成十九年改正法附則第四条第二

項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定によりその例によることとされる生活保

護法第二十四条第一項の開始若しくは同条第九項の変更の申請の受理、その申請に係る事実について

の審査又はその申請に対する応答に関する事務

第48条第3項

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十五条第一項

の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務

第48条第4項

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十六条の保護

の停止又は廃止に関する事務

第48条第5項

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第六十三条の費用

の返還に関する事務

第48条第6項

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第七十七条第一項

又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収（同法第七十八条の二第一項又は第二項の

徴収金の徴収を含む。）に関する事務

第50条第1項
介護保険法（平成九年法律第百二十三号）による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実

についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第50条第2項 介護保険法による被保険者証又は認定証に関する事務（前号及び次号に掲げるものを除く。）

第50条第3項
介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給

付の支給に関する事務

第50条第4項

介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定若しくは同

法第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての

審査又はその申請に対する応答に関する事務

第50条第5項

介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定若しくは同

法第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実につい

ての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第50条第6項
介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請の受理、その申請

に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第50条第7項
介護保険法第五十条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第六十条の介護予防サービス費

等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事
第50条第8項 介護保険法第六十六条の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務

第50条第9項 介護保険法第六十七条又は第六十八条の保険給付の支払の一時差止めに関する事務

第50条第10項 介護保険法第六十九条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する事務

第50条第11項 介護保険法第百二十九条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課に関する事務
長寿支援課

納税課

76 市町村長

健康増進法（平成十四年法律第百三号）による

健康増進事業の実施に関する事務であって主務省

令で定めるもの

第54条
健康増進法（平成十四年法律第百三号）第十七条第一項又は第十九条の二の健康増進事業の実

施に関する事務
保健課

57 厚生労働大臣

雇用保険法による失業等給付の支給又は雇用安定

事業若しくは能力開発事業の実施に関する事務で

あって主務省令で定めるもの

子育て支援課

人事課

保健課

福祉課

長寿支援課

人事課ほか

(臨時職員の雇
用を行っている
部署)

56

市町村長（児童手当法（昭

和四十六年法律第七十三

号）第十七条第一項の表の下

欄に掲げる者を含む。）

児童手当法による児童手当又は特例給付（同法

附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同

じ。）の支給に関する事務であって主務省令で定め

るもの

63 都道府県知事等

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律による支援給付

（以下「中国残留邦人等支援給付」という。）の支

給に関する事務であって主務省令で定めるもの

59

市町村長又は高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和五十

七年法律第八十号）第四十

八条に規定する後期高齢者医

療広域連合（以下「後期高齢

者医療広域連合」という。）

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢

者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務

であって主務省令で定めるもの

68 市町村長

介護保険法（平成九年法律第百二十三号）によ

る保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務

であって主務省令で定めるもの

関係事務 
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法別表第１
（飯田市に関連する事務を抜粋したもの。改正法の内容は反映してありません。）

H27.9.14
 飯田市議会総務委員会議案説明補足資料

資料№２

別表第1項番 番号を利用することができる者
事務

（別表１下欄）
主務省令条番号 主務省令で定める事務 担当課

第55条第1項
独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）第十一条の被保険者の資格の

取得の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

第55条第2項
独立行政法人農業者年金基金法による保険料の額の特例に係る申出の受理、その申出に係る事実につ

いての審査又はその申出に対する応答に関する事務

第55条第3項
独立行政法人農業者年金基金法による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実に

ついての審査又はその請求に対する応答に関する事務

第55条第4項

独立行政法人農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等（届出又は申出をい

う。以下この号において同じ。）の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する

応答に関する事務

第55条第5項

農業者年金基金法の一部を改正する法律（平成十三年法律第三十九号）による改正前の農業者年

金基金法（昭和四十五年法律第七十八号）若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律（平

成二年法律第二十一号）による改正前の農業者年金基金法（次号において「平成十三年改正前農

業者年金基金法等」という。）による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実につい

ての審査又はその請求に対する応答に関する事務

第55条第6項

平成十三年改正前農業者年金基金法等による給付の支給を受ける権利に係る届出等（届出又は申

出をいう。以下この号において同じ。）の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に

対する応答に関する事務

78
独立行政法人日本スポーツ振

興センター
独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成

十四年法律第百六十二号）による災害共済給付

の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

第56条

独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成十四年法律第百六十二号）第十五条第一項第七

号若しくは附則第八条第一項の災害共済給付の給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実につ

いての審査又はその請求に対する応答に関する事務

学校教育課ほか

第59条第1項

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成十六年法律第百六十六号）第六条

第一項若しくは第二項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係

る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
第59条第2項 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による受給資格者証に関する事務

第59条第3項
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第八条第一項の特別障害給付金の額の改

定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

第59条第4項
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十七条第一項若しくは第二項の届出の

受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第60条第1項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）

第六条の自立支援給付の支給に関する事務

第60条第2項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変

更に関する事務

第60条第3項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の九第二項の地域相談

支援給付決定の変更に関する事務

第60条第4項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変

更に関する事務

第60条第5項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条又は第七十八条の地域

生活支援事業の実施に関する事務

94 市町村長

子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十

五号）による子どものための教育・保育給付の支給

又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事

務であって主務省令で定めるもの

－ 子育て支援課

95 厚生労働大臣

年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平

成二十四年法律第百二号）による年金生活者支

援給付金の支給に関する事務であって主務省令で

定めるもの

－ 市民課

農業委員会

市民課

福祉課84 都道府県知事又は市町村長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成十七年法律第百二十三

号）による自立支援給付の支給又は地域生活支援

事業の実施に関する事務であって主務省令で定める

もの

83 厚生労働大臣

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関す

る法律（平成十六年法律第百六十六号）による

特別障害給付金の支給に関する事務であって主務

省令で定めるもの

77
独立行政法人農業者年金基

金

独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法

律第百二十七号）による農業者年金事業の給付の

支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法

附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法

人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金

基金法の一部を改正する法律（平成十三年法律

第三十九号。以下「平成十三年法律第三十九号」

という。）による改正前の農業者年金基金法（昭和

四十五年法律第七十八号）若しくは農業者年金

基金法の一部を改正する法律（平成二年法律第

二十一号。以下「平成二年法律第二十一号」とい

う。）による改正前の農業者年金基金法による給付

の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

関係事務 

関係事務 
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法別表第２
（飯田市に関連する事務を抜粋したもの。改正法の内容は反映してありません。）

H27.9.14
飯田市議会総務委員会議案説明補足資料

資料№３

情報照会者 事務 情報提供者 特定個人情報

十　市町村長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給

付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉

サービスの提供に関する事務であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務

省令で定めるもの

十一　市町村長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給

付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若

しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サー

ビスの提供に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

十二　市町村長
児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する

事務であって主務省令で定めるもの

児童福祉法第二十一条の五の三十に規定する他

の法令による給付の支給を行うこととされている者

児童福祉法第二十一条の五の三十に規定する他の法令による給付の支給に

関する情報であって主務省令で定めるもの

十三　市町村長
児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関す

る事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報（以下「児童扶養

手当関係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

都道府県知事

児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置（同法第二十七条第一項第

三号の措置をいう。）に関する情報又は身体障害者福祉法による身体障害者

手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福

祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報（以下「障

害者関係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等

児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活

保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等

関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票

関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣又は都道府県知事

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に

関する情報（以下「特別児童扶養手当関係情報」という。）であって主務省令

で定めるもの

厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定め

るもの

十七　市町村長

予防接種法による給付（同法第十五条第一項の疾病に係る

ものに限る。）の支給に関する事務であって主務省令で定める

もの

医療保険者その他の法令による医療に関する給付

の支給を行うこととされている者

医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報で

あって主務省令で定めるもの

十八　市町村長
予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務

であって主務省令で定めるもの
市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

十九　市町村長

予防接種法による給付（同法第十五条第一項の障害に係る

ものに限る。）の支給に関する事務であって主務省令で定める

もの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の

法令による障害を有する者について支給される手当

を支給することとされている者

特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者

に対する手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

二十　市町村長

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施

設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって

主務省令で定めるもの

市町村長 住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

二十五　都道府県知事

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害

者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定め

るもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等

又は農林漁業団体職員共済組合

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組

合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の

法律による年金である給付若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支

給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報であって主務省令

で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関

する情報（以下「戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報」という。）、雇用保

険法による給付の支給に関する情報（以下「失業等給付関係情報」とい

う。）、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の

支給に関する情報、石綿による健康被害の救済に関する法律による特別遺族

給付金の支給に関する情報（以下「石綿健康被害救済給付等関係情報」と

いう。）又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律

による職業訓練受講給付金の支給に関する情報（以下「職業訓練受講給付

金関係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

都道府県知事

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による小児慢性特

定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給、母子及び父

子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け又は難病の患者に対する医療等に関

する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び父子並びに寡婦

福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害

児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附

則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定

めるもの

市町村長

地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要

する費用の支給に関する情報、児童手当法による児童手当若しくは特例給付

の支給に関する情報（以下「児童手当関係情報」という。）、介護保険給付

等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

社会福祉協議会
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事

業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等

又は農林漁業団体職員共済組合

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組

合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の

法律による年金である給付、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関

する法律による特別障害給付金若しくは年金生活者支援給付金の支給に関す

る法律による年金生活者支援給付金の支給に関する情報であって主務省令で

定めるもの

文部科学大臣又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため

必要な経費の支弁に関する情報であって主務省令で定めるもの

都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって

主務省令で定めるもの

厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報又は雇用対策法による職業転換給付金の支給

に関する情報であって主務省令で定めるもの

地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に対する補

償に関する情報（以下「地方公務員災害補償関係情報」という。）であって主

務省令で定めるもの

厚生労働大臣又は都道府県知事等

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度

金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する

情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報

であって主務省令で定めるもの

二十六　都道府県知事等
生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に

関する事務であって主務省令で定めるもの

十六　都道府県知事又は市町

村長

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する

事務であって主務省令で定めるもの
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法別表第２
（飯田市に関連する事務を抜粋したもの。改正法の内容は反映してありません。）

H27.9.14
飯田市議会総務委員会議案説明補足資料

資料№３

情報照会者 事務 情報提供者 特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事 障害者関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組 年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事 障害者関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

三十八　都道府県教育委員会

又は市町村教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関

する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長 住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって

主務省令で定めるもの
四十三　市町村長又は国民健

康保険組合

国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって

主務省令で定めるもの

国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他

の法令による給付の支給を行うこととされている者

国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給に

関する情報であって主務省令で定めるもの

四十四　市町村長
国民健康保険法による保険料の徴収に関する事務であって主

務省令で定めるもの
厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

四十五　市町村長
国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収

又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組

合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

全国健康保険協会
船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるも

の

厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金で

ある給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等 年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等 児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

四十八　厚生労働大臣

国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保

険料の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に

関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

四十九　厚生労働大臣
国民年金法による国民年金原簿の記録又は保険料の納付委

託に関する事務であって主務省令で定めるもの
国民年金基金連合会 国民年金基金の加入員に関する情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長
国民年金法第八十九条第一項第三号の施設に入所する者に関する情報で

あって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

五十三　市町村長

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施

設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって

主務省令で定めるもの

市町村長 住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事 障害者関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事

災害救助法による救助若しくは児童福祉法による障害児入所支援、小児慢性

特定疾病医療費の支給若しくは措置（同法第二十七条第一項第三号又は

第二項の措置をいう。）に関する情報、障害者関係情報又は精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律による入院措置若しくは難病の患者に対する医療

等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定

めるもの

市町村長
児童福祉法による障害児通所支援若しくは母子保健法による妊娠の届出に関

する情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特

別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の

福祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事又は市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立

支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事

児童福祉法による障害児入所支援、措置（同法第二十七条第一項第三号

若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置をいう。）若しくは日常生

活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報又は障害者

関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入所支援に関する

情報であって主務省令で定めるもの

児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年

金給付の支給を行うこととされている者

児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関する情

報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって

主務省令で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣 労働者災害補償関係情報又は失業等給付関係情報であって主務省令で定

都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって

主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組 年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるも

の

市町村長 地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等 児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣
雇用保険法による教育訓練給付金の支給に関する情報又は職業訓練受講給

付金関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組 年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

六十七　都道府県知事等

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉

手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四

号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務で

あって主務省令で定めるもの

市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

六十八　都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉

手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組

合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

六十九　都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者

手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する情

報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務

省令で定めるもの
市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

七十　市町村長
母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令

で定めるもの

六十四　都道府県知事又は市

町村長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に

児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関す

る事務であって主務省令で定めるもの

六十五　都道府県知事等
母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関す

る事務であって主務省令で定めるもの

六十六　厚生労働大臣又は都

道府県知事

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶

養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十一　市町村長
老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令

で定めるもの

六十二　市町村長
老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令

で定めるもの

五十七　都道府県知事等
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務で

あって主務省令で定めるもの

五十四　住宅地区改良法第二

条第二項に規定する施行者で

ある都道府県知事又は市町村

長

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは

敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関す

る事務であって主務省令で定めるもの

五十六の二　市町村長
災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務であっ

て主務省令で定めるもの

四十七　厚生労働大臣
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は

保険料の免除に関する事務であって主務省令で定めるもの

五十　厚生労働大臣
国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する

処分に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十七　市町村長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基

づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省

令で定めるもの

四十二　市町村長又は国民健

康保険組合

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に

関する事務であって主務省令で定めるもの

三十一　公営住宅法第二条第

十六号に規定する事業主体で

ある都道府県知事又は市町村

長

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務

省令で定めるもの
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七十四　市町村長（児童手当

法第十七条第一項の表の下欄

に掲げる者を含む。）

児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事

務であって主務省令で定めるもの
市町村長 地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

七十五　市町村長
児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事

務であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組

合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって

主務省令で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組 年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第

一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこ

ととされている者

高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令に

よる給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組

合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

後期高齢者医療広域連合
高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報であって

主務省令で定めるもの

八十五　都道府県知事等
昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉

手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第

二項において準用する特別児童扶養手当等の支給

に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由と

する給付の支給を行うこととされている者

昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別

児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とす

る給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等

給付関係情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病

医療費の支給に関する情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業

訓練受講給付金関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による小児慢性特

定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給、母子及び父

子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け又は難病の患者に対する医療等に関

する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び父子並びに寡婦

福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害

児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附

則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定

めるもの

市町村長

地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要

する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情

報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による

自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

社会福祉協議会
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事

業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等

又は農林漁業団体職員共済組合

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組

合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の

法律による年金である給付、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関

する法律による特別障害給付金若しくは年金生活者支援給付金の支給に関す

る法律による年金生活者支援給付金の支給に関する情報であって主務省令で

定めるもの

文部科学大臣又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため

必要な経費の支弁に関する情報であって主務省令で定めるもの

都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって

主務省令で定めるもの

厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報又は雇用対策法による職業転換給付金の支給

に関する情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣又は都道府県知事等

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度

金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付の支給に関する情

報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報

であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

介護保険法第二十条に規定する他の法令による給

付の支給を行うこととされている者

介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報で

あって主務省令で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって

主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組 年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

全国健康保険協会 船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるも

厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金で

ある給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長 地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

共済組合等 年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務

省令で定めるもの

市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

百九　都道府県知事又は市町

村長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律による自立支援給付の支給に関する事務であって主務省

令で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律第七条に規定する他の法令により行

われる給付の支給を行うこととされている者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規

定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって主務省令で定

めるもの

百十　都道府県知事又は市町

村長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律による自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当

療養介護医療費の支給に関する事務であって主務省令で定め

るもの

国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこ

ととされている者

国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で

定めるもの

都道府県知事

児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置（同法第二十七条第一項第

三号の措置をいう。）に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で

定めるもの

市町村長

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票

関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給

付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣又は日本年金機構 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定め

百十七　厚生労働大臣

年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活

者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定める

もの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって

主務省令で定めるもの

百十六　市町村長

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支

給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務で

あって主務省令で定めるもの

百七　厚生労働大臣

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に

よる特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で

定めるもの

百八　都道府県知事又は市町

村長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実

施に関する事務であって主務省令で定めるもの

九十三　市町村長
介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施

に関する事務であって主務省令で定めるもの

九十四　市町村長
介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又

は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

八十七　都道府県知事等
中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主

務省令で定めるもの

八十一　後期高齢者医療広域

連合

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給

付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

八十二　市町村長
高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関す

る事務であって主務省令で定めるもの

八十　後期高齢者医療広域連

合

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給

付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で

定めるもの
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